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１．第1回委員会（全沿岸）の意見と対応

■令和6年10月29日 第1回兵庫県海岸保全基本計画変更検討委員会を開催

■大阪湾、但馬、播磨、淡路沿岸の全沿岸を対象として海岸保全基本計画の変更について審議

沿岸 意見内容 該当項目 対応

全沿岸
①海岸保全基本計画の変更にあたっては、防護だけでなく環境・利用もあわせて議論する必要がある。藻場の形
成につながる緩傾斜護岸の整備など、環境にも配慮してほしい。漁業者にも様々な意見があるので、それを汲み
取る機会を設けて欲しい。

３．海岸環境の整
備及び保全に関す
る事項

本文の追記

全沿岸
②気候変動によって県民が利用する海岸がどのように変化するのかを見た上で、対応を今後議論していくことが
必要。

1-3-1(2) 海岸の防
護に係る課題

本文の追記

全沿岸
③気候変動への対応として、背後地の安全・安心を確保する防護をベースとして、環境・利用への配慮をするよ
う考えていく方向性が良いのではないか。

基本的な考え方として共有

全沿岸
④今の防護レベルを維持もしくは改善していくために、将来どのような姿を描く必要があるか。当然、利用や環
境に配慮した形で、将来の安全・安心、我々の豊かな暮らしを守るための議論をしたい

基本的な考え方として共有

全沿岸
⑤海岸法は、防護・環境・利用が調和した海岸づくりを目指すもの。今回、気候変動の影響に対する防護の観点
から議論が始まると思うが、防護に加えて環境・利用も総合的にこの委員会で議論する方向性に賛同する。

基本的な考え方として共有

全沿岸
⑥計画の変更にあたり、防護・環境・利用のバランスを取ることは重要であり難しい点であるが、今後の委員会
で、引き続き議論していきたい。

基本的な考え方として共有

全沿岸 ⑦気候変動により砂浜も影響を受ける。この点も海岸環境の整備及び保全に係わってくるのではないか。

1-3-1(2) 海岸の防
護に係る課題

本文の追記全沿岸

⑧気候変動を踏まえた将来の海岸保全を議論する上で、平均海面の上昇に伴い砂浜の汀線や海岸線が将来どう
なっていくのか、強大化する台風による高波・高潮に対する防護レベルが将来にわたって十分保たれるのか、と
いう視点が重要と考える。この委員会の中では、利用・環境に配慮した形で将来の安全・安心、我々の豊かな暮
らしを守っていく議論をしていく必要がある。

全沿岸
⑨砂浜については、海面水位の上昇による汀線、海浜形状の変化を踏まえた侵食対策など防護の観点の要素もあ
り、高潮対策、津波対策、侵食対策を総合的に考えていく必要がある。

全沿岸
⑩例えば気候変動による砂浜の減少、浸水の危険性の増加など、対策しない場合のリスクを示した資料があると、
気候変動への適応策重要性の議論が県民の皆さんに伝わりやすいのではないか

今後、気候変動を考慮した施設整備
計画を検討する上での課題とする
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１．第1回委員会（全沿岸）の意見と対応

■第1回委員会における意見と対応（①）

大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更前） 大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更素案）

記載なし

沿岸 意見内容 該当項目 対応

全沿岸
①海岸保全基本計画の変更にあたっては、防護だけでなく環境・利用もあわせて議論する必要がある。
藻場の形成につながる緩傾斜護岸の整備など、環境にも配慮してほしい。漁業者にも様々な意見があ
るので、それを汲み取る機会を設けて欲しい。

３．海岸環境の
整備及び保全に
関する事項

本文の追記
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１．第1回委員会（全沿岸）の意見と対応

■第1回委員会における意見と対応（②）

大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更前） 大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更素案）

沿岸 意見内容 該当項目 対応

全沿岸
②気候変動によって県民が利用する海岸がどのように変化するのかを見た上で、対応を今後議論していく
ことが必要。

1-3-1(2) 海岸の防
護に係る課題

本文の追記
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１．第1回委員会（全沿岸）の意見と対応

■第1回委員会における意見と対応（⑦⑧⑨）

大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更前） 大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更素案）

沿岸 意見内容 該当項目 対応

全沿岸

⑦気候変動により砂浜も影響を受ける。この点も海岸環境の整備及び保全に係わってくるのではないか。
⑧気候変動を踏まえた将来の海岸保全を議論する上で、平均海面の上昇に伴い砂浜の汀線や海岸線が将来どう
なっていくのか、強大化する台風による高波・高潮に対する防護レベルが将来にわたって十分保たれるのか、と
いう視点が重要と考える。この委員会の中では、利用・環境に配慮した形で将来の安全・安心、我々の豊かな暮
らしを守っていく議論をしていく必要がある。
⑨砂浜については、海面水位の上昇による汀線、海浜形状の変化を踏まえた侵食対策など防護の観点の要素もあ
り、高潮対策、津波対策、侵食対策を総合的に考えていく必要がある。

1-3-1(2) 海岸の防
護に係る課題

本文の追記
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２．第2回委員会（大阪湾・但馬沿岸）の意見と対応

■令和7年8月21日 第2回兵庫県海岸保全基本計画変更検討委員会を開催

■大阪湾沿岸および但馬沿岸を対象として海岸保全基本計画の変更素案について審議

沿岸 意見内容 該当項目 対応

大阪湾
但馬

①気候変動の予測において、現実的には 2℃上昇を超える可能性があるとの議論もある。2℃上昇を上
回った場合でも対応出来るよう検討されているのか。

2-2 防護の目標
を達成するた
めの施策

委員会にて兵庫県
の考え方を説明

大阪湾
但馬

②かつての防潮堤の波返し形状は湾曲しているものが多かったが、近年の防潮堤は垂直なものが多い
のではないか。波返しが湾曲している方が、波が低減出来ると思われる。また、土砂の堆積による海
底面の変化や、沖合の防波堤・埋立地の整備による波浪の変化もある。これらのことを考慮して対策
を検討してほしい。

第３編 今後の
取り組みにあ
たっての留意
事項

委員会にて兵庫県
の考え方を説明

大阪湾
但馬

③本検討委員会は基本計画の変更に関するものであるため、施設整備に関する検討は今後の整備計画
等における課題となる。今回の基本計画変更でも記載しているとおり、地形変化等のモニタリングは
重要である。

但馬
④但馬沿岸は日本海側であり、大阪湾沿岸で追記された環境配慮に関する事項は関係無いとの説明が
あったが、但馬沿岸でも環境配慮は重要ではないか。

3-1 海岸環境の
整備及び保全
のための施策

委員会にて兵庫県
の考え方を説明

大阪湾
但馬

⑤将来に向けて多段的な対策を実施することは重要であるが、そういった対策がそぐわない施設もあ
ると思われる。例えば水門は、ゲートなどの上部の構造は改良・更新が出来るが、基礎部分の対策は
難しいため、設計段階で将来を想定した設計にする必要がある。そういったことが読み取れるような
記載を検討されてはどうか。

今後、気候変動を考慮した施設整備
計画を検討する上での課題とする

大阪湾
但馬

⑥県内の各沿岸での整合を図る観点から検討された結果であり問題無いと思われる。気候変動予測に
は不確実性があるため、気候変動の状況についてモニタリングを実施しながら対応していくというこ
とに、引き続きご留意いただきたい。

基本的な考え方として共有

大阪湾
⑦大阪湾沿岸の基本計画は、大阪港湾局と共同で作成するものであるが、大阪港湾局と兵庫県とで基
本的な計算モデルや検討条件は整合させているとのことで良いか。

基本的なモデル・計算条件は整合

大阪湾
⑧瀬戸内法に関する追記に関し、気候変動への影響で懸念されることとして、水温の上昇による魚種
や海藻・海草への影響も挙げられるのでは。大阪との調整もあるため、事務局の方で検討をお願いし
たい。

今後、モニタリング項目を調整する
上での検討課題とする
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■第2回委員会における意見と対応（①）

沿岸 意見内容 該当項目 対応

大阪湾
但馬

①気候変動の予測において、現実的には 2℃上昇を超える可能性があるとの議論もある。2℃上昇を上
回った場合でも対応出来るよう検討されているのか。

2-2 防護の目標
を達成するた
めの施策

委員会にて兵庫県
の考え方を説明

大阪沿岸海岸保全基本計画（変更素案） 大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更素案）

素案からの変更なし

あくまでも 2℃上昇で計画しているが、気候変動の状況をモニタ
リングしながら対応を検討

２．第2回委員会（大阪湾・但馬沿岸）の意見と対応 06
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■第2回委員会における意見と対応（②③）

沿岸 意見内容 該当項目 対応

大阪湾
但馬

②かつての防潮堤の波返し形状は湾曲しているものが多かったが、近年の防潮堤は垂直なものが多い
のではないか。波返しが湾曲している方が、波が低減出来ると思われる。また、土砂の堆積による海
底面の変化や、沖合の防波堤・埋立地の整備による波浪の変化もある。これらのことを考慮して対策
を検討してほしい。
③本検討委員会は基本計画の変更に関するものであるため、施設整備に関する検討は今後の整備計画
等における課題となる。今回の基本計画変更でも記載しているとおり、地形変化等のモニタリングは
重要である。

第３編 今後の
取り組みにあ
たっての留意
事項

委員会にて兵庫県
の考え方を説明

大阪沿岸海岸保全基本計画（変更素案） 大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更素案）

素案からの変更なし

施設の設計にあたっては、既存の施設および現状の地形等も把握
した上で検討

２．第2回委員会（大阪湾・但馬沿岸）の意見と対応 07
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■第2回委員会における意見と対応（④）

沿岸 意見内容 該当項目 対応

但馬
④但馬沿岸は日本海側であり、大阪湾沿岸で追記された環境配慮に関する事項は関係無いとの説明が
あったが、但馬沿岸でも環境配慮は重要ではないか。

3-1 海岸環境の
整備及び保全
のための施策

委員会にて兵庫県
の考え方を説明

但馬沿岸海岸保全基本計画（変更素案） 但馬沿岸海岸保全基本計画（変更素案）

素案からの変更なし

瀬戸内法の対象としては、但馬沿岸は対象外であるとの趣旨であ
った。現行の基本計画には環境に関する記載がある。

２．第2回委員会（大阪湾・但馬沿岸）の意見と対応 08
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３．第3回委員会（播磨・淡路沿岸）の意見と対応

■令和7年11月25日 第3回兵庫県海岸保全基本計画変更検討委員会を開催

■播磨沿岸および淡路沿岸を対象として海岸保全基本計画の変更素案について審議

沿岸 意見内容 該当項目 対応

播磨
淡路

①台風期朔望平均満潮位の現行計画値が記載されていない点について再確認したい。
明石地区以外の他の播磨・淡路の地
区は既往最高潮位で計画されていた

淡路
②淡路沿岸は「海域生態系の保全・回復」の項目が「生物の生息環境創出のための施策」に変更され
ているが、播磨沿岸は「海域生態系の保全・回復」を残したまま「生物の生息環境創出のための施
策」が追記されている。

現行計画の記載内容の関係で表現が
若干異なるが同様の内容である

播磨
淡路

③将来の台風に関して「強大化」ではなく「強力化」との文言となっている点について確認したい。
計画書の本文では「強大化」が用いられているため、文言の整合について検討すること。

計画全文

「気候変動を踏ま
えた海岸保全のあ
り方」提言の表記
「強大化」に統一

播磨
淡路

④概要説明資料としては「多段的な対策」との記載のままでも構わないものの、計画本文の変更案に
あるように「段階的かつ総合的な対策」の方がわかりやすいと思われる。

委員会資料
（気候変動を
踏まえた計画
変更のポイン
ト 等）

リバイス版にて文
言の修正を実施

播磨
淡路

⑤海水温の上昇、台風の強力化により、現場では高潮増大の影響で被害が発生している。また、潮流
の変化により砂が増減するところもあるため、現地の状況を把握することが重要である。 第３編 今後の

取り組みにあ
たっての留意
事項

委員会にて兵庫県
の考え方を説明

播磨
淡路

⑥今後の施設整備を進める上でモニタリングが重要となるが、この実施方法等について計画に反映さ
れるのか。モニタリングは長期的に実施するものであるため、海岸保全基本計画の情報とあわせて確
認出来るように記載・掲載すると良い。

播磨
淡路

⑦「施設整備の方針について」のハード対策の説明図では「段階的な嵩上げ」とだけ記載されている。
これまでの議論を踏まえれば、「嵩上げ等のハード対策」などのように、少し広い意味を持たせる記
載の方が良いのではないか。

委員会資料
（施設整備の
方針について
（報告））

リバイス版にて文
言の修正を実施
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